
アクション・プランを実現するための提案
（公共職業安定所）

平成２３年３月３１日

愛知県



提案の概要

○本県では、新卒者を始めとする若者、女性、高年齢者、障害者等の就職困難者
の就労支援などのきめ細かなサービスを独自に実施

○県の強みは、「職業訓練」「教育」「産業振興」「福祉」等の各分野との連携
が可能。市町村、地元の企業、学校関係者との太いパイプが存在

○特に、現在は、大学等の就職内定率が過去最低水準で推移（本県調査、平成６
年度以降）するなか、新卒者を中心とした若年者対策を産業界、労働界、学校
関係者等との連携のもと、拡充実施しているところ関係者等との連携のもと、拡充実施しているところ

○まずは、新卒者・若年者を対象としたハローワーク（ハローワーク名古屋中の一部
門）の移管による新卒者・若年者への就労支援における一体的実施を提案

ステップ１

○次に、その実績を活かし、ハローワーク名古屋中まるごとの移管による一般求職
者の就労支援（職業紹介、雇用保険の認定・給付）における一体的実施を提案

ステップ２



＜スケジュール＞

ステップ１ ステップ２

２３年度 ２４年度 ２５年度 ………………

新卒者・若年者を対
象としたハローワー
ク（ハローワーク名
古屋中の一部門）の
移管により、新卒
者・若年者への就
労支援における事
務・事業（職業紹
介業務）を県主導
で一体的実施

ハローワーク名古
屋中まるごとの移
管により、一般求
職者の就労支援に
おける事務・事業
（職業紹介、雇用
保険の認定・給付
事務等）を一体的
実施

全ハローワークを
県が運営



ステップ１ 新卒者・若年者を対象としたハローワークの移管

本県設置のジョブ・カフェ「ヤング・ジョブ・あいち」内にある次のハローワー
ク機能を県に一元化

①愛知新卒応援ハローワーク（学卒及び既卒者対象）
②ゆ～じゃん・ハローワークあいち（40歳未満の若年求職者対象）

県内の１６ハローワークとの連携のもと、新卒者・若年者に関する就労支援
を一体的実施

若年者

ヤング・ジョブ・あいち
（中日ビル12階）

【現状】

若年者
（40歳未満、学生含む）

・就職意欲が湧か
ない。
・コミュニケーション
能力を高めたい。
・子どもの就職に
ついて相談したい。

・仕事を探している。

愛
知
県

あいち若者職業支援センター

・若者や家族を対象とした心理の専門家による就職相談

・就職に必要な基礎的能力の習得を目指す講座の開催

・職業訓練コースの紹介 など

愛 知
労働局

愛知新卒応援ハローワーク
ゆ～じゃん・ハローワークあいち

・職業紹介

・求人検索システムを活用した求人情報の提供など

誘
導

※ いずれもハローワーク
名古屋中の一部門

ヤング・ジョブ・あいち運営協議会（有識者、産・労、NPO等で構成）



【一体的実施のイメージ】

ヤング・ジョブ・あいち

あいち若者職業支援センター
愛知新卒応援ハローワーク

ゆ～じゃん・ハローワークあいち

名古屋中始め
県内16か所のハローワーク＜一般求職者＞

＜新卒者・若年者＞

組織的な連携
・産業界
・教育機関等
・市町村等

他分野との連携
・職業訓練
・教育
・産業振興
・福祉 等

県

労働局

ヤ
ン
グ
・
ジ
ョ
ブ
・
あ
い
ち
運
営
協
議
会

○従来は、県と労働局が役割分担しながら、「ヤング・ジョブ・あいち」において新卒
者・若年者の就職支援を実施してきたが、県への一元化により、県の強みを活かし支
援の迅速かつ強力化が可能

○県は、所要の人員・財源等を確保（①所要の人員（職員・相談員）の移管、②必要な
財源の付与（交付金等）、③求人情報等の全国データベース利用（ハローワーク業務
用端末の提供等））した上で、新卒者・若年者を対象とする職業意識の啓発事業、職
業相談・職業紹介、求人票の受理、求人情報の提供等の業務を実施

○労働局は、一般求職者に対する職業紹介業務を実施
○県と労働局は、有識者等で構成する「ヤング・ジョブ・あいち運営協議会」のもと、
一体的に、「求人開拓の共同実施」「求人情報の相互提供利用」「各種奨励金の共同
PR」等を実施



ステップ２ ハローワーク名古屋中まるごとの移管

ハローワーク名古屋中まるごと（職業紹介、雇用保険の認定・給付事務等）
を県が運営

他の１５か所ハローワークと雇用対策を一体的実施

ステップ１で得られた実績やノウハウを、さまざまな事情を抱える
求職者の支援分野に拡大求職者の支援分野に拡大
・一般求職者、パート求職者・非正規労働者 等
・障害者、高年齢者、家庭的責任を有する女性 等



県運営：ハローワーク名古屋中

労働局運営のハローワーク １５か所

【一体的実施のイメージ】
組織的な連携
・産業界
・教育機関等
・市町村等

他分野との連携
・職業訓練
・教育
・産業振興
・福祉 等

愛
知
県
雇
用
対
策
運
営
協
議
会
（仮称）

○職業紹介、職業訓練、生活支援など求職者が必要とするサービスの一体的な提供が可能。
人材育成、新産業育成、中小企業支援など多様な分野と連携した効果的な政策が展開で
きる。

○県は、所要の人員・財源等を確保したうえで、ハローワーク名古屋中を運営
○労働局は、１５か所のハローワークを運営
○県と労働局は、「愛知県雇用対策運営協議会（仮称）（※）」のもと、一体的に、「求
人開拓の共同実施」「求人情報の相互提供利用」「各種奨励金の共同PR」等を実施

※既存の「ヤング・ジョブ・あいち運営協議会」等を発展的解消したうえで設置予定



参考：愛知県内のハローワーク機関



アクション・プランを実現するための追加提案 

（ハローワーク関係）について 

                        愛 知 県 
 

１ 提案の背景 

  本県では、現在、平成２２年４月に労働・就業のサービス拠点として

整備した「あいち労働総合支援フロア」の機能の充実を検討していると

ころである。 
そこで、平成２３年３月３１日付け２２就促進第１２９２号「アクシ

ョン・プランを実現するための提案（公共職業安定所）」と併せて、以下

のとおり提案する。 
 
２ 提案の趣旨 

 ○ 本県は、平成２２年４月に労働・就業のサービス拠点として名古屋

駅前にある愛知県産業労働センター１７階に「あいち労働総合支援フ

ロア」を開設し、その一部として「あいち求職者総合支援センター」

を設置し、非正規労働離職者等を中心に、生活・就労相談を実施して

いるところである。 
○ 現在、平成２４年度から、対象を幅広く離転職者として、従来から

同フロアで実施している労働関係情報の提供と雇用・労働問題の全般

の相談に加え、職業適性検査を活用したキャリアカウンセリング、事

業主向け支援メニューや労働教育事業の充実を図り、求職者に対する

的確な支援と労働者が安心して働くことができる環境づくりを総合的

に実施することで、これまでの機能をリニューアルすることを検討し

ている。 
○ 同フロアで、国と県が事業を実施することにより、求職者・在職者

及び事業主に対する労働雇用に関する支援を総合的に実施することが

可能となる。 
 
 
 



３ 提案の概要           

  あいち労働総合支援フロアの充実  

※   提案に伴い充実する部分 

（１）実施場所及び利用時間 

・ 場  所 愛知県産業労働センター１７階 
名古屋市中村区名駅４－４－３８ 

・ 利用時間 平日  午前９時３０分～午後６時 

       土曜日 午前１０時～午後５時 

       ただし、日曜日、祝日、年末年始は休業 
（２）県が実施する業務   

① 労働相談（解雇、賃金、労働時間、メンタルヘルスなど） 
・県職員による相談     

・専門家（弁護士等）による相談 

② 職業能力開発支援 

  ・職業適性検査       ・キャリアカウンセリング 
③ 就労支援セミナー 

・再就職支援基礎セミナー  ・職場復帰サポートセミナー 
・求職者実践支援セミナー 

④ 内職相談・あっせん 
    ・内職相談         ・紹介、あっせん 

⑤ 事業主向け支援 
・労働法講座                 ・ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽの普及 

・人事管理、労働経済セミナー ・障害者雇用管理セミナー 

⑥ 労働関係情報コーナーの運営 

・労働関係各種チラシ類の収集  ・専門図書類の開架・貸出 

・ホームページによる情報発信 

（３）国が実施する業務 

・職業相談、職業紹介（職業相談員及び求人検索機の配置） 
・就職面接会・就職セミナーの開催 

・職場見学・体験事業 

 



「あいち労働総合支援フロア」の充実（イメージ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜平成２４年度～＞ 

 

＜現行：～平成２３年度＞ 

 

利用時間：平日 9:00～17:00 

利用時間：平日 9:30～18:00 
     土曜 10:00～17:00 

 

機能充実 

利便性向上 

求職者・在職者及び事業主に対する労働・雇用に関する総合的支援の実施 


